
島根県土地改良事業団体連合会職員募集要項（事務系） 

[ 年度中途採用職員（経験者）採用 ] 

 

１．募集人員・・・若干名 

 

２．職務内容  一般事務、換地事務、企画、情報処理等に従事 

 

３．応募資格 

次のいずれにも該当する者 

① 採用日現在の年齢が概ね２５歳から４０歳までの社会人 

② 高等学校、高等専門学校または４年制大学を卒業した者 

ただし、次のいずれかに該当する者は応募できません。 

・日本の国籍を有しない者 

・地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当する者 

○成年被後見人又は被保佐人 

○禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでに又はその執行を受けることが

なくなるまでの者 

 

４．応募手続き 

（１）提出書類 

・職員採用試験申込書（本会HPよりダウンロードが可能） 

・成績証明書原本 

・卒業証明書 

（２）提出方法 

・提出書類を添えて、郵送又は持参すること 

・受付期間 随時 

 

５．採用試験 

（１）一次試験 

・試験方法：書類選考 

（２）二次試験  一次試験の結果により随時実施する 

・試験方法、内容：筆記試験（教養試験） 

性格特性検査、職場適応性検査 

（３）三次試験  二次試験の結果により随時実施する 

・試験方法、内容：面接試験（人物について個別面接による試験） 

 

６．採用 

採用決定後速やかに採用する 



 

７．合格者の発表 

合格者に文書で通知します。 

 

８．待遇（給与や手当等、詳細な状況を希望される場合はお問い合わせください） 

（１）給  与   本会給与規程により支給 

（島根県行政職給料表に準拠。職歴加算有） 

（２）昇  級   年１回 

（３）賞  与   年２回（６月、１２月） 

（４）諸 手 当   扶養手当、通勤手当、時間外手当、住居手当等があり、それぞれの支給

要件に該当した場合、支給されます。 

（５）勤務時間   ８時３０分～１７時１５分（休憩１２時から１３時まで） 

（６）休  日   土曜、日曜、祝休日、年末年始（１２／２９～１／３） 

（７）休  暇   年次有給休暇、夏季休暇、特別休暇等 

（８）福利厚生   職員住宅、各種社会保険制度等あり 

 

９．その他 

申込書の記載内容が事実と相違する場合は、合格を取り消すことがあります。 

試験申込書等にあります個人情報は、採用試験の参考にするもので、その目的以外で使用す

ることはありません。なお提出して頂いた書類はお返ししませんのでご了承ください。 

  職場見学や職種内容等、個々に対応しますのでお気軽にお問い合わせください。 

 

10．問い合わせ 

島根県土地改良事業団体連合会  総務企画担当 山田 

〒690-0876  島根県松江市黒田町４３２－１ 

電話番号 ０８５２－３２－４１４１ 

 


